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○事業の流れ

１．事業の進捗状況について
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１－１．事業スケジュール・事業概要



〇市街化予想図
※本図は、市街化誘導の予想
図であり、各地権者の土地利
活用を本図の区分（住宅地・
商業地）に限定するものでは
ございません。

※都市計画上の規制の範囲
内で、土地利活用が可能です。

１．事業の進捗状況について

◇事業概要

◆施行者：熊本県

◆施行期間：平成３０年１０月５日から

平成４０年３月３１日まで

◆施行地区面積：約２８．３ha

◆平均減歩率：１４．７％（９．９％）

（ )は減価補償金による先行買収を行った場合

◆事業費：約１２６億円

4



事
業
計
画

区
画
整
理

審
議
会

換
地
設
計

工
事

補
償

意
見
書

提
出
期
間

必要に応じて、随時、
事業計画変更手続き

換地設計

H30.8 H31.1

発
足

補償説明

H31.4 6 H32.4 6

換
地
設
計

説
明

委
員
決
定

立
候
補
受
付

選
挙
人
名
簿

縦
覧

移転計画検討 補償調査・補償費算定 第
一
期

補
償
契
約

権利の申告

地積更正の
申出(60日間)

：権利者の皆様と個別にやり取りする内容

路線測量・造成計画
実施設計作成

起工承諾
協力依頼

※施行時期に合わせ順次

換
地
設
計
・

第
一
期
仮
換
地
指
定

諮
問

起
工
承
諾

先
行
着
手

5

支障物件の除却

12 ～

縦
覧

基盤整備工事

第
一
期
仮
換
地
指
定
箇
所
の
引
渡
し

基盤整備工事

仮
換
地
の
個
別
説
明

第
一
期
仮
換
地
指
定

※施行時期に合わせ順次

選挙事務準備

土地利用
意向調査

9

現 在
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※スケジュールは関係機関との協議等により変動する可能性があります。



１－２．事業認可後の手続き等に関する住民説明会
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主な相談項目 件数 内容

事業計画の概要 １４ 道路計画、減歩に関すること

建築行為等の制限 １１ 制限内容、申請方法に関すること

各種権利の申告 ４ 借地権、相続手続きに関すること

基準地積の更正 ２ 実測地積の内容に関すること

事業スケジュール ２

その他 ５ 移転方法、固定資産税 等

計 ３８

◇参加者からの主な質問・意見
・認可された計画は変更しないのか
・個々の宅地の減歩率を教えてほしい
・災害公営住宅に関する情報がほしい 等

１．事業の進捗状況について

◇日時：H30年10月5日、7日 各14、19時から

⇒ 説明会後に個別相談を実施

◇参加者の総数：延べ302名

◇個別相談の内容

◆主な回答
・設計等作業の進捗に応じて、
適宜、説明や意向確認しなが
ら進めて参ります



１．事業の進捗状況について
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①熊本県 県央広域本部土木部 益城復興事務所 工務課
土地区画整理班
直通TEL：096-273-9641 FAX：096-273-9658
住所：〒860-0831 熊本市中央区八王寺町1-20

②益城町役場 復興整備課 まちづくり推進室
「県・町の合同相談窓口」 ⇒ 10月9日から開設
直通TEL：096-289-2930 FAX：096-286-4523
住所：〒861-2295 上益城郡益城町木山594

※受付時間：平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

１－３．事業に関する相談窓口



◆区画整理だより
関係権利者の方へ発送

１０月１５日に創刊号を、１１月６日に第２号を発刊 （別途配布資料）

◆益城町 復興ニュース
毎月１日、１５日に発刊

◆掲示板
益城町役場仮設庁舎、公民館「きやま座」、木山交差点、木山仮設団地、

テクノ仮設団地、木山上辻仮設団地の６箇所に設置

◆ホームページ（益城町及び熊本県）
ホームページアドレス

（益城町）https://www.town.mashiki.lg.jp/

（熊本県）http://www.pref.kumamoto.jp/          【熊本県都市計画課】

１．事業の進捗状況について
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１－４．事業に関する情報提供



◆掲示板

１．事業の進捗状況について
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木山交差点

公民館「きやま座」
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１．事業の進捗状況について
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（２）換地設計

◆業務内容：土地評価、換地設計
（整理後の全ての画地の位置、形状及び面積等を定める）

◆施行期間：平成３０年１１月２１日～平成３１年３月下旬

◆施行業者：株式会社 オオバ

１－５．測量設計等の実施

（１）道路、整地の測量・設計

◆業務内容：路線測量、準拠点測量及び実施設計
街区道路の測量を行うとともに、既存家屋（建物、塀、軒等）の
位置を正確に把握するための測量及び道路や整地の設計

◆施行期間：平成３０年１０月１０日～平成３１年３月下旬

◆施行業者：（先行街区）株式会社 十八測量設計
（その他の街区） ※入札手続き中



１．事業の進捗状況について

11

（３）埋蔵文化財の試掘調査
◆調査内容：埋蔵文化財の試掘調査

※県有地及び町有地内で実施

◆作業時期：平成３０年１１月５日～

◆調査機関：熊本県文化課、益城町生涯学習課

試掘調査実施箇所

宮園A遺跡

工事着手に先立ち、県文化課では、現在までに

５箇所実施。

今後も、先行買収や工事展開の状況に応じて、

随時試掘調査を実施。

※工事着手までには、調査や記録保存が完了するよう

調査機関と調整。
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※スケジュールは関係機関との協議等により変動する可能性があります。

事業スケジュール
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２－１．土地利用に関する意向調査

２．事業の推進について

◇ 調 査 方 法

◇ 集 計 結 果

土地所有者481名あてに、調査票（アンケート）の郵
送（8月4日）により実施。

10月末時点での回収率 約86%
・約61%が原位置付近への換地希望、原位置にこだ
わらない方は約5%

個別訪問による意向等確認



◇ 個別訪問の概要
土地所有者等の意向を正確に把握し、換地設計（案）を早期に

策定するため、11月1日から追加調査を個別訪問により実施中。

◇ 個別訪問対象者
・アンケート未回答の方

・アンケートに回答されているが一部未記入の方

・アンケートに回答されているが内容を確認する必要がある方

（換地先について複数回答等）

・まちづくり関連施設（物産館、まちの商店街、交通広場、オー

プンスペース）を配置することにより影響のある方

⇒ まちの将来像の検討経緯、機能配置案の内容・復興計画との関連等を説明

※上記以外の方についても、今後、事業概要やスケジュール等
を説明していく予定。
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２．事業の推進について



（１）土地区画整理審議会（以下、「審議会」という。）とは

目的：換地計画、仮換地指定などに係る施行者の諮問機関

（権利者の意見を事業の施行に反映）

構成：地区内の権利者から選挙等により選ばれた委員、

及び熊本県知事から選任された学識経験者で構成

（２）審議会の組織等

◇審議会の委員の定数 １０名

土地所有者及び借地権者のうち
から選挙等によって選出される委員

８名
（土地所有者７名・借地権者１名）

学識経験を有する者のうちから
知事が選任する学識経験委員

２名
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２．事業の推進について

◇審議会の委員の任期 ５年

２－２．土地区画整理審議会
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（３）審議会委員選挙のスケジュール
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（都）益城中央線（県道：熊本高森線） L=3,512m

熊本都市計画道路 益城中央線ほか１線 L=3,792m
（都）水前寺秋津線
L=280m

（参考）益城中央線事業の進捗
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H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

測量・設計

用地補償

工事

※用地取得状況（H30.10.31現在）
・建物調査着手 220件/237件（92.8%)
・契約済 80件（121筆）/278件（474筆）（28.8%)

都市計画道路 益城中央線事業（４車線化）
【事業概要】
◆施行延長 約3.2ｋｍ（区画整理区間含め約3.8km）
◆総事業費 約135億円（約155億円のうち区画整理区間を控除）
◆施行期間 H28～H37

（2,887m)

※「歩いて楽しい賑わいのある空間や地域性に配慮した道づくり」の検討

（４車化、電線地中化）

17現在


